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0 この手引では，家庭裁判所を単に「裁判所J，成年後見人を単に「後見人Jと記載して

あります。まだ，後見を受ける本人のことを「福後見ぬということがあります。

。，後男J， ，保佐J， ，補助」のうち， ，後見Jを利用されるおが多いため，この手ヨ|

では，説明の際，使貸上，上記3類型をまとめて「後男j と記載している箇所が多くあり

ます。特にことわりがないかぎり，保佐，補助の揚合は， ，後見人Jを，j泉佐人J， ，補

助人」に， ，被後見人」を「被保佐人J， ，被補助人」に， ，後見監督」を「保佐監督J， 

「補助監督Jと読み力えてください。
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手続のすすみかた

特に断りのない限り後見，保佐，補助の区分での濃いはありませんので，

は「後見人」と記載します。保佐，補助の方は読みかえてください。

「後見Jま疋

※ 

「

一般的な進み万を示すちので，内容によっては異なる進行になる揚合があります。

J皇 出 書 類 覧

裁判所の受付で手続案内を行っています。

岡崎に，申立てにl必要な霊式ちお渡しレます。

後見人候補者に適当な方がいない場合でち，

」 を 参 無)

申立ては可能です。

(同意書の提出をうける。〕
(p 7参照)

申立ての準備が整っ疋ら，裁判所に電話をして面接の予約をしてく

ださい。箇接は，申立人と後見人候補者について行います。

※ご本人は.保伎・補助の申立詩に限り，無理のない範回で悶行酸います。

申立書類等 式は，

提出してください。

面接の予約が済みましだら. 速やかに裁判所に
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提出されだ書類，面接・調査結果，鑑定結果等の内容を検討します。

裁判官が直接ご事情を確認することちあります。

後見制度の利用を開始して，後見人が選任されると，裁判所から，申立

人・本人・後見人に郵送でお知らせします。早ければ 1週間ほどで審判と

なりますが，鑑定を実施すると 2~3 ヶ月程度かかることがあります。

後見人(保佐・補朗の揚合は，本人ち〕が審判書謄本をま受領してから

2週間経過すると確定します。

後見人は，裁判所から後見事務の報告を求められることがありますロ

裁判所は，後見事務に問題がないかを確認します。



《制度の解説編》 成年後見制度のなかみ

てび き こうηん力、いし ほさかいし ほじよ 1J'いし

この手引は，後見開始，保佐開始，補問開始.
Eんいこう，.，んかんとくにんぜんにん

任意後見EE欝人選任の

申立てを考えている方を苅象に.各制度の内容，必要な書類，手続の流
こうけんにん

れ，後見人の役割などについて説明したちのです。

まずはじめに，成年後見制度のイメージをつかんでいただくため，成

}年後売制度が利関されるケースをいくつかご紹介します。

A子さんのケース

A子さんは 46歳， 重い知的しょうがいがあります。ふだんは知的

しょうがい蓄の施設で生活しています o しょうがい者年金の受給， 施

設利用費の支払， 施設での行事への参加などは， すべて両親が行って

います。 A子さんには兄弟がいません o 父母はちうザぐ 8 0歳となり，

病気がちであるため， 将来のA子さんのことがとてもω配でした。 そ

こで， 父母は成年後見制度を利用することにし， 後見開始の申立てを

しました。 申立書の後見人候補者欄には「裁判所に適当な第三者を選

んでほしい。 Jと記載しましだ。

その後，必要な調査を経て， A子さんについて後見

後見人には柾五百在世が選ばれが開始されましだ。

ました。(後見人には，
べんごレ レほうしよし

弁護士，司法書士，て，

親族以外にち， 事案に応じ

社会福祉士などのいろいろ

な専門家が選ばれることがあります。〉

その後，後見人となった社会福祉士は，両親と連

絡をとりあい. A子さんの状況をよく理解レ. A子

さんが入所中の施設とも定期的に連絡をとりながら，

後見人の仕事をおこなうようになりました。



B男さんのケース

B男さんは，軽い知的しょうがいがあります。臼男さんは普段の

生活はなんとか普通にできるのですが，正常な判断ができずに友達

にいわれるがままに倍金の保証人にさぜられてしまいましだ o

B男さんが持って帰ってきだ借用証書をみて両親はびっくりし

ましだが，どうすることもできず，困ってしまった両親から相談を

受けだ B男さんの弟が，保佐開始の申立てを行いました o

しばらくして，必要な調査を行った後，裁判所か

ら. 8男さんについて保佐を開始する，保佐人には

弟を選任するという通知がとどさましだ o

その後は. 8男さんが借金の保証人になっだり，

勝手に高額な物を買ってしまった揚合にち，弟が取

り消すことができるようになりました。

C子さんのケース

内

にんちしよう

高齢のC子さんは一人暮らしをしています。以前から，物わすれなど認知症が

うだがわれる症状が少しずつあらわれていましだ。

長男は，実家に帰った際，そのようなC子さんの症状に気づき.C子さんが最

近話題になっているリフォーム詐欺等の被害に遭わないかとI~\配になりました。

そこで，裁判所ヘ行って，成年後見制度の説明を受けることにしましだ。そし
ほじよ"いし

て，裁判所で説明を受けだ結果，長男は補助開始の申立てをすることにしましだ。

その後，必要な調査を経て，裁判所から.C子さんについて補助が開始し，補

助人に長男を選任するという通知がとどさました。

しばらくして，長男がC子さんの家を訪れだ際.C子さん

あてに高価なふとんセットが送られてきましだ。 C子さんに

よれば，先日，友人に誘われた集まりで，購入しだとのこと

でした。長男がいそいで売主に連絡をとり. c子さんは補助

が開始され，補問人には長男が選任されていることを説明し

ました。そして，最終的には，ふとんセットの購入契約を取

り消してもらうことができました。
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成年後見制度とは，ある人〔以下「本人j といいます。〕の判断能

力が不十分な揚合〔訴据高齢者，知的しようがい主精神しようがい

者など)に，本人を法律的に守り.支えるための制度です。

例えば，本人に，預金の解約，福祉サービスの契約を結んだり，

選雀E副議議，不動産の売買等をする必婆があっても，本人仁斡議官話

が全くなければ，そのような行為はできませんし，判断能力が不十分な

場合に，これを本人だけで行うと，本人にとって不利益な結果をまねく

おそれがあります。その疋め，本人の判断能力をおぎなうだめに援闘す

る人が必要になってきます。

そこで，精神上のしょうがいなどによって判断能力が十分ではない万のために，

家庭裁判所が援朗者を選び，この援朗者が本人のために活動するしくみが成年後見制

度です。

成年後見制度は，本人の判断能力によって，下のように区分されます。

保佐

総選主語~JJ が
特 iこ不十分な主義主主

保佐人は，法律で決めら

れだ重要な行為について

同意権〈取消権〉を有す

る。裁判所が認め1e場合

!d:一定の代理権が認めら

れることもある。

後見については，戸籍には記載されませんが，その代わりに，東京法務局に後見登

記という登録が行われます。そこには，本人の住所氏名や後見人の氏名等が登録され

ます。そして必要があれば，後見人に登録されていることの証明書(設記事項証明

書)を発行してもらうことができます(育料)。

また，後見保佐が開始されますと医師.税理士等の資洛や会社役員，公務員など

の地位を失うことになりますn
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後見とは，ひとりで日常生活をすることができない

なι判断能力が全くない万を保護するための制度であ

ひこうげんにん

り，後見開始の審判とともに，本人(I被後見人」といい

こうけんにん

ます。〕を援闘する人として後見人が選任されます。

後見人は，幅広く本人を代理したり，契約を取り消す権限を持てることから，本

人に代わって，色々な契約を結んだり，財産全体をしっかりと管理して，本人が日常

生活に困らないよう十分に配慮していかなければなりません。

ほけんさん

申立てのきっかけとなったこと(保隙金を受け取るなど〕だ

けをすればよいというわけではなく.後見人は，本人のだめに

活動する義務を広く負うことになります。これは通常の場合，

本人が亡くなるまで続きます。

裁判所の求めがあれば.財産や生活の状況について報告しな

ければなりません。

保佐とは，判断能力が全くないわけではないち

とけ のの，特に不十分な巧を保護するための制度であり，

ひほさにん

保佐開始の審判とともに，本人(1被保佐人」といし1

ほさにん

ます。)を援朗する人として保佐人が選任されます。

保佐人には，本人が行う 定の重要な行為(金銭の貸U昔り，不動産や自動車な

どの売買，自宅の増改築など〕について，本人の利益を害するものでないか注意しな

がら，本人がしようとすることに同意したり，本人がすでにしてしまつだことを取り

消したりすることを通して，本人を援助していきます。

また，特に認められた揚合には，本人に代わって契約を結ぶこ

とができます。そのためには，契約を結ぶための代理権が必要

となり，保佐開始の申立ての他に，別途申立てが必要になりま

す。

裁判所の求めがあれば，財産や生活の状況について報告しなけ

ればなりません。
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補助とは，軽い精神しようがいなどによって，判断能

力が不十分な万を保護するための制度であり，補問開始の

ひほじょにん

審判とともに，本人(r被補朗人j といいます。)を援助

ほじょにん

9る人として補閑人が選任されます。

補助人は，本人が望むことについて，保佐人と同様の活動〔同意，

llJZ消，代理〕をすることを通して，本人を援助していきます。

補助開始の揚合は，その申立てと一緒に，控訴す同意権や代理権の範囲

を決める申立てをしなければなりません。

また，裁判所の求めがあれば，財産や生活の状況について報告しなけ

ればなりません。

任意後見制度とは，本人が将来をみすえて

こうぜいしょうしょ

公正証書(公証人が作成する〉で結んでおいた任意

」

後見契約に従って，本人の判断能力が不十分になった

ときに，任意後見人が本人を援闘する制度です。

裁判所が任意後見監督人を選任したときから，その契約の刻力が生じます。任意後見

制度の詳しい内容や手続方法などについては，お近くの詰t議選でご確認ください。

***後見制度支援信託***

後見制度において本人に一定額以上の財産がある揚合に，本人の財産を適切に管理す

るために運用する制度です。

後見制度支援信託を活用する揚合には，信託契約に至るまで専門職後見人を選任する

ことになり，その報酬は，裁判所が公平な立場から金額を決定したうえで，本人の財産

から支払うことになります。その他，信託銀行との契約に関して，別途費用等が発生す

る場合があります。(詳細は，リーフレット「後見制度において利用する信託の概婆J

をご覧ください。リーフレットは，家庭裁判所，裁判所ウ工ブサイトから入手できます。

なお，保佐，補助，任意後見では利用することはできません。〕
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《申立準備編》申立ての準備をしましょう

申立ては，本人の住所地(住民登録をして

申立て を す る 裁 判 所! いる揚所〉ちしくは言i童謡(実際に暮らしてい

かんかっ

る揚所)を管轄する家庭裁判所にしてください。

※ 資料編「申立てをする裁判所j で管轄裁判!j)3肝を確認してください己

※ 笈整企主主い裁判所に申立てを寸ると 管捺裁判所に移送されることがありますれ

申立てをできる人は，本人，猷語道，四崩言

申立てをできる人 人招
目監見4

虫人見後宜思
平
ム等人見品

位
体
ス

ψ
h
u
 

R
兄

傘
ホの内

有

H
W目
回
目
回
目
圃

-------a

けんさつかん

等，市町村長，模察官です。

四親等内の親族とは，主に次の人たちになります。

( 1 ) 親，祖父母，子，孫，ひ孫
( 2) 兄弟姉妹，甥，姪
( 3 ) おじ，おば，いとこ
( 4) 配偶者の親・子・兄弟姉妹

d岳~ __  4〆

法律に詳しくないために自分ひとりで申立てや手続を進めていくことに不安を感じる

方は，弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

手続費用や提出する書類については，

「提出書類一覧Jのとおりです。

主な提出書類についての注意点は，以下のとおりです。また，主な書式については末尾の

《記載例・資料編》に記載例を用意していますので，あわせて参考にしてくだざい。

。申立書・申立書付票

申立ての内容・実情を記載するちのです。後見人の候補者としてふさわし川方がいれ

ば，あわせて記載します。後完，保川'f:.補朗の各類型ごとに記載例を用意しましたので，

参考にしてください。

なお，申立書付票につきましては，本人申立の揚合1;::sN笠旦 「申立書付票〔※本人申

盟主」をご利用ください。

※ 本人の状態が，後見，保{瓦補朗のどれにあたるのか?

申立ての段階では，成年後見申立用の診断書を参考にして，該当する類型の申

立てをしてください。裁判所が指定する診断書では，医師の意見欄が4段階に分

かれており，上から順に，後見，保佐，補助，非該当に相当します。

手続の中で医師による精神鑑定が行われ (P15参照)，診断書と異なる結果が
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出た場合でも，申立てをしなおす必要はなく，求める類現!を変更する(例えば保

佐→後見)ことができます。

※ 後見人等候補者

特別な資格は必要ありません。本人の生活状況などをよくご存じの親族が，申

立人で，か勺候補者となっているケースが多く見られます。

裁判所は，本人の生活や健康状態・財産状況後見人等候補者の生活状況等も

含む適格性本人や親族の意向など害総合的に検討して後見人等を決めます。

ぞれについては不服申立てをすることはできません。そのため，後見人等候補

者がいても，本人に高額の財産があったり，親族問で療養看護や財産イ管理の方針

に大きな食い違いがあるような場合lこは，弁護士，司法書…上又は社会福祉士等と

いった第三者の専門家を後見人に選んだり，後見人等の聴務状況を監督する後見

等質替人存第三者の専門家から選ぶことがありますのその報酬は，裁判所が公正

な立場から金額手決定したうえで 本人の財産の中から支払うことになります。

第三者の後見人により，本人の財産が安全かつ適正に管理され，また，親族

問の紛争などが未然に防止された事例はたくさんあります。第三者¢後見人等

に対する報酬はそのために必要な費用であることをぜひご理解ください。

※ 後見人等に関する注意事項

本人の財産は，本人の身上監護のために使わなければならず， したがって，原

則として，本人の財産を以下の自的には使用できません。

(1) 株式等への投資など投機的な資金の運用をすること

。) たとえ事業のためでも，本人の財産を損保にして借金すること

(3) 第三者への贈与や貸イ、f

(4) 親族への贈与や貸付(相続税対策を目的とする贈与も同様。)

(5) その他，本人の不利主主になること

。親族関係図

本人を中1[1，¥としだ，主な親族関係を理解するだめの資料となります。(記載例あり〕。親族の同意書

ご親族の方々に，(1)成年後見制度を利用することと (2)後見人候補者について賛

成であること(保佐・補助の場合は(3)代理権付与の範囲等)を同意書で明らかにして

いただきま冒と，手続が比較的すみやかに進行します。同意書でご意向を確認してい

ただく親族の範囲は，本人のG:配偶者，②子どち全員，③子どちがない揚合立両親，

@両親ちない揚合は兄弟姉妹です。(記載例あり〕

間意書の提出力棲Eしい事情があれば，無理にご用意いただく必要はありません。

。後見人等候補者事情説明書

後見人候補者が適格かどうかを検討する際の護委な資料となります。
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。本人の財産目録，収支予定表

本人の生活の見通しを立てるための大事な資料となります。収支予定表l志本人の

財産を維持・管理しつつ.本人の健やかなさ1::;丙に西日隠しだ予祭主平計画するちのとなり

孟豆0)で，後関人候補者がある競合は.事前によく相殺・横泊して作成してくださいコ

(記載例あり〕

。診断書および診断書付票

本人に判断能力の状態を把握するために最ち喜重要な資料でザ。裁判所指定の書式

を利用してください。

なお，診断書によっても後見などの類型の区別がつきにくい場合は，さらに厳格な

精神鑑定を行うことがあります。精神銭定が必要な場合は，面接時にお知らせします。

(精神鑑定については 15ページ)

。主主記されていないことの証明書一次ページ参照(記載例あり)
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登記されていおいことの証明書について

後見，保{瓦補朗が開始されると，法務局にまま記されます。 ここにいう証明書は， 申

し立て持点では後見などの登記がされていないことを証明するものです。

この証明書は千葉県内では千葉市にある千葉地方法務局の窓口でしか交付を受けられ

ません(法務局の支局・出張所では交付を受けられません〉。

郵送での申請も出来ます。塑送主堅議室主主E議誼!韮L 関誌遺毘(])Jtの取扱いになり

ます。郵送申請の送付先などは II登記されていないことの証明書j の交惜申請に当1三

つての留意事項」をご覧ください。

。

。

窓口交付及び郵送申請が可能

東京法務局民事行政部後見登録課

東京都千代田区九段南 1-1-15 九段第2合同庁舎

6番出口徒歩5分)(交通地下鉄九段下駅

h 03-5213-1234 (代表)

03-5213-1360 (ダイヤルイン)

http://houmukyoku.moj.gojp/tokyo/staticli_no_02.html 

窓口交付のみ

千葉地方法務局

千葉市中央区中央港1丁目 11番 3号

(交通 :JR京葉線・モノレール千葉みなと駅 徒歩 10分)

TEL : 043-302-1316 

.. .， 
l択。叙，;-; j J H "r".a廷献

圃 l' _ .園田健周園田・園面園町圃医醐阻醐雌 ttfI I 

室三三 L"'l子
ーいー←でふ)十ャ

長駅 前

議ぷ宗之渋渋双
-ー~一〈

ぷゑ~，

ト‘ J い吟広

- ~-~ ~ミぷ広 )ノ イ恥

ーをさ与〆〆タ，、

=fニ芸事主宰霊長
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{呆佐の手続をお考えのとき

申宣言警には.申立ての趣旨に

口 本人のだめに別紙代理行為目録記載の行為について保佐人に代理

権を付与するとの審判を求める o

日 本人は，民法第 13条 u真に規定されている行為の他に，下記の行

為(日用日の購入その他日常生活に関する行為を隙く。)をするに

も，その保佐人の同意を得なければならないとの審判を求める o

という部分があります。前者は代理権，後者は同意権のことを指します。これらについ

て説明します。

同意権

同意権とは，本人が重要な取引や契約等を行う際

l乙保佐人が本人の利宣査を俊討したうえで同意する権限

です。

そして，本人が保佐人の同意を得ないでこれらの行為を

行つだ場合，保佐人はその行為を取り消して無刻にする権限を持っています。

保佐人には，民法で以下の行為にはすでに同意権が与えられていますので，上記の 2

番目の申立て綾旨は，それ以外にさらに同意権が必要な場合に記載します。

民法で規定されている同意権は次のとおりです。

(1) 土地，建物，あ塗を貸したり，貸したものを返してもらつだりすること。

(2) お金を借りたり，他人の保証人になること。

(3) 不動産や高価な財産を売り買いしだり，貸しだり，担保をつけるなどすること。

(4) 訴訟を起こしたり，取り下げだりすること。

(5) 贈与や和解等をすること。

(6) 相続を主主認，放棄したり，遺産分割をすること。

(7) 贈与や遺贈〔遺言により財産を贈与すること)を断ったり，伺かを負担するこ

とを条件とした贈与や遺贈を受けることを承認すること。

(8) 新築，改築，増築，大修繕の契約をすること。
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(9) 宅地を5年超，建物を3年超，動産を半年超に渡って貸す契約をすること。

ただし，本人力I~. 通常の人と同じであるように相手をだまして契約をした揚合などは，

取り消すことはできません。

代理権とは，本人に代わって.1呆佐人が取引や契約を

代理権 行う権限です。

保佐人には後見人がもつような広い代理権はありませ

ん。しかし，本人の利五百を的確に保護するだめに，本人の意思を尊重したうえで，特定

の必要なものに限って，保佐人ち代理権を持てるようになっています。

なお，代理権は，本人があらかじめ同意したものに限られ，本人の意向は裁判所職員

が本人と面接して伺います。代理穫の!0婆性についてち裁判所が調査します。

まだ，代理権は，本人の病状が進行した場合等に，後から付け加える申立てをするこ

とちできます。

先に出てきた B男さんのケースの揚合

本人のお金の管理が山自己なので r預貯金に関する金融

機関等との一切の取引 Jについて代理権をつけました。保

佐人になった B男さんの弟は，本人の預貯金を管理して，

銀行から B男さんのお金を引き出して，必要な金額だけ本

人に渡すことにしました。

代理権等に関する

本人の同意

保佐人に代理権等を付与するには，本人の同意が

必要です。保佐人の候補者についての意向ど合わ

せて，書式中の同意書(保佐)をご用意いただく

と，手続を進めやすくなります。
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補助の手続をお者えのとき

申立書には，申立ての趣旨に

ロ 本人のために別紙代理行為目録記載の行為について補防人に代理

穫を付与するとの審判を求める。

日 本人が別紙同意行為目録記載の行為(臼用品の購入その他日常生

j舌に関する行為を除く。)をするには，その補助人の同意を得なけ

ればならないとの審判を求める。

という部分があります。前者は代理権，後者は同意権のことを指します。これらについ

て説明します。

同意権

同意権とは，本人が重要な取引や契約等を行う際

に，補助人が本人の利益を様討したうえで同意する権限

でザ。

そして，本人が補助人の同意を得ないでこれらの行為を

行つ疋揚合，補納入はその行為を取り消して無刻に9る権限を持っています。

補助人は，民法 13条 1項各号の行為のうち，裁判所が審判で定めた行為についてのみ

同意権が与えられますので，必要と考える内容を同意行為目録に記載しでください。

ただし，本人が，通常の人と同じであるように相手をだまして契約をした場合などは，

取り消すことはできません。

代理権とは，本人に代わって，補朗人が取引や契約を

代理権 行う権限です。

補助人には後見人がもつような広い代理権はありませ

ん。しかし，本人の利益を的確に保護するために，本人の意思を尊重したうえで，特定

の必要なものに限って，補助人も代理権を持てるようになっています。

なお，代理権は，本人があらかじめ同意したものに限られ，本人の意向は裁判所減員

が本人と面接して伺います。代理権の必要性についても裁判所が調査します。

-12 -



まだ，代理権は，本人の病状が進行した揚合等に，後から付け加える申立てをするこ

ともできます。

代理権等に関する

本人の同意

補助人に代理権等を付与するには，本人の同意が

必要です。補助開始及び補助人の候補者について

の意向ε合わせて，書式中の間意書(補助)をご

用意いただくと，手続を進めやすくなります。
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《申立て~開始・選任編》
申立ての受理に際し，予約が必要な裁判所がありますので，

申立て先の裁判所!こ事前にお聞い合わせくださいo

以下は，予約がl必要な裁判所のニ製です。

一蹴匂 問 、苦苫ー"

面 接の予約
申立書など必要書類一式が繋ったら，裁判

調払…翻ト 間 帯 所に電話をして，面慢の予約をしてください。

申立人と後見人候補者からお話しをうかがいます。所要時間は2時間程度です。

申立書類の提出

申立人・後見人

候補者の面接・調査

面接の予約がj斉みまし疋ら，速やかに後見係事

務室受付に申立書等一式を提出してください。

ご予約された日時に，裁判所の担当者が，申立

人，後見人候補者にお会いして，詳ししlご事情な

どをおうかがいします。 印鑑と，免許証等の本人

であることを確認できる資料をお持ちください。

面接では，申立書等に示された本人の生活状況や財産状況，後見人候補者の生活状

況のほかに，本人の今後の生活を健康面・財産面からどのようにお蓄えなのかをうか

がいます。あわせて，後見人の役割，注意点や，個別に裁判所の許可が必要な行為な

どについてもご説明します。

なお，面媛の結果や本人の生活・財産状況等を総合的に険討した結果ゐ後見人候補

者ではなく，弁護士・司法書士・社会福祉士等の第三者を選任することもあります (P7

釜堕Lーそのほか，精神鑑定が必要であればそのご説明，資料等の追加提出のお願

いなどを行います。
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本人の調査
成年後見制度では，本人の意思をできるかぎ

り尊重することが求められています。

具体的には.j泉佐人または補朗人に代理権

を付ける揚合は，本人の同意が必要とされて

いることなどがあげられます。

本人調査の際は，原則として本人に裁判所にお越しい疋だくことになります。

しかし，入院等により外出が困難な揚合は，裁判所から担当者が入院先等に扇緩う

かがうこともあります。

申立時に親族の悶意蓄をご用意しlただきます

親族への意向照会 が.これにご協力いだだけなかった揚合などに

は，裁判所から本人の親族に苅して.書面等に

より，申立ての概要や後見人候補者を伝え，これらに関する意向の確認をする揚合

があります。

精神鑑定

鑑定とは，本人に判断能力がどの程度あるか

を医学的に判定するための手続です。申m寺に

提出された診断書よりも厳格な資料が必要な揚

合についてのみヨ裁判所が医師に鑑定依頼する

かたちで行われます。裁判所は，多くの揚合，本人の実情をよく把握している主治

医に鑑定を依頼します。そのだめ，申立て前(診断書を作成してもらう機会等)に，

主治医に対して，鑑定を引き受けてもらえるか，また，費用の見込み額などにつき

診断書付票に記載していだだくと，手続が早く進むことになります。費用は，通常

5~10万円前後です。

後見人の選任

申立書{寸票，後見人候補者等事情説明書，

鑑定結果，調査結果等の内容を検討し，裁判

所が適当だと考える後見人を選びます。
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《後見人の仕事~終了編》

後見人になったら

後見人の主な職務
後見人は，本人の意思を尊重し，健康状態や生

活状況に配慮しながら，本人にとって必要なこと

一………………句…… を代わりに行い，財産を正しく管理していかなけ

ればなりません。そして，それらの内容がわかるように記録しておくととちに，裁判

所の求めに応じて報告しなければなりません。裁判所は，後見事務に問題がないかを

確認します〔後見監督〕。

保佐人・補朗人についても，代理権等与えられた権限の内容にちよりますが，基本

的な考え方は同じです。

後見人の役割などについては，面接の際にあらためてご説明します。

財産管理

預貯金の管理・払戻
し，必要な費用の支払
い，本人所有の不動産
の管理.遺産分割など
があります。

※ 後見人の報酬

裁判所への報告

身上底護

本人の生活への配慮
に関することです。グ
ループホーム等への
入所手続，病院への受
診手配等があります。

後見人は，報酬付与の審判を申し立てて認められれば，審判で決められた額の報

酬を受け取ることができます。審判では，後見人が行った仕事の内容，本人の資力，

その他の事情が者慮されます。報酬付与の審判は親族が後見人である揚合にも，申

し立てること力tできます。
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病気などやむを得ない事情がある揚合には，裁判所

後見人の辞任 の許司を得て，後見人を辞任することができます(成

年後見人辞任許可の申立てを行う必要があります。〕

辞任が許可され，新たな後見人が選任されだ揚合に1cJ:.新たな後見人に引継ぎを行う

ことになります。

後見が

終わるとき

後見事務lみ本人が死亡したり，病気が回復して

判断能力を取り戻るまで続きます。保俊金の受領や

遺産分割などの，当初の目的が達成されれば終わる

ものではありません。
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《成年後見制度を利用するに
あたっての注意点(まとめ))) 

1 管轄に関する注意事項 (P6及び資料編「申立てをする裁判所j 参照)

本人の住所によって，担当する裁判所が決まっています(管轄)。

萱麓E主ど蓮型産iこ申立てると，管轄裁判所に移送される墨金豆長旦主主ふ

2 本人に関する注意事項 (P3参照)

後見や保佐が開始された本人は，医師，税理士等の資絡や会社役員，公務

員などの地位を失います。

補助を開始する場合は，特に資格などの制限を受けません。

3 申立ての取下げの制限

いったん申し立てた後見等開始事件は，裁型車笠置豆主主1土h旦毘旦王立

豆よ主1主主主主主企L 後見人等の選任に関する不満や後見送IJ度支援信託(!)

月Hこ巳号するコド;誌を理由とした取下げは，本人の利益に配慮して許可されない

可能性が高いです。

4 後見人に関する注意事項

( 1 ) 本人の財産を以下の目的には使用できません。 (P7参照)

①株式等への投資など投機的な資金の運用をすること

② たとえ事業のためでも，本人の財産を担保にして借金するこ ξ

③ 第三者への贈与や貸付

@親族への贈与や貸付(相続税対策を目的とする贈与も同様。)

⑤ その他，本人の不利益になること

(2) 後見人候補者ではなく，必要に応じて第三者を選任することがあります。

その揚合，裁判所が決めた報酬額を本人の財産の中から支払うことになりま

す。 (P7，16参照)

面接の結果や本人の生活・財産状況等を総合的に検討した結果，後見人

候補者ではなく，弁護士・司法書士・社会福祉士等の第三者を選任するこ

ともあります。

※ 1 釜~ÀO)丘遡民主みを痘忽主主企皇居箆L到監箆左之監立夏したり，亡くなるま主

鐙主主主ム保険金の受領や遺産分割lなど当初の目的が達成されれば終わるというもので

はありません。

※2 後見人が本人の財産に損害を与えれば，賠償する責任を負うことになります。また，

悪質な場合には業務上横領などの刑事責任を問われることもあります。
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《記載例・資料編》

O [資料} 申立てをする裁判所

O I資料] 提出書類一覧

O [記載例・後見] 後見・保佐・補助開始申立書

O [記載例・保佐I 後見・保佐・補助開始申立書

O [記載例・補助] 後見・保佐・補助開始申立書

O I記載例] 親族関係図

O [記載例・説明] 同意書の記載方法

O 【記載例1 本人収支予定表(年額)

O [記載例] 財産目録

O 【記載例] 遺産目録

。[ 資 料I 資料のコピーの取り方

O [記載例] 登記されていないことの証明申請書

O [資料] 「登記されていないことの証明書Jの

交付申請にあたっての留意事項
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申立ては，笈杢ムの住所地(住民登録をしている

揚所)または官官詰(実際に生活している場所)
かんかつ

を管轄する家庭裁判所にしてください。
申立てをする裁判所

援助を必要とされている方のことです。法主ムとは，

千葉家庭裁判所の本庁・支部・出張所の所在地・管轄区域

市

管轄区域

干葉市全区・習志野市

原市・八千代市

所在地(電話番号)

干 26 0 - 0 0 1 3 
千葉市中央 区中央 4

- 2 7 
(043-222ー 0165) 

1 

裁判所名

千葉家庭裁判所

浦 安市船橋市市 111市千葉家庭裁判所干 2 7 2 - 8 5 1 1 

市川出張所市川市鬼高 2- 2 0 - 2 0 
(047-336-3002) 

四 街 道 市

白井市

成田市

印酋市

印施郡

佐倉市

八街市

富里市

千葉家庭裁判所干 2 8 5 - 0 0 3 

佐倉安部5佐倉市弥勤町 9 2 

(043-484-1215) 

8 

い すみ市勝浦市

実関郡

茂原市

長生郡

千葉家庭裁判所干 29 9 -4 3 9 7 
宮 支 部長生郡一宮町一宮 2791 

(0475-42-3531 ) 

柏市・流

鎌 ケ 谷 市

松戸市・野田市

山市・我孫子市

千葉家庭裁判所干 271 - 8 5 2 2 
松 戸 支 部松戸市岩瀬無番地

(047-313-0153 

富津市活津市木更津市

袖ケ浦市

千葉家庭裁判所干 292ー o8 3 2 
木更津支部本更津市新田 2 - 5 - 1 

0438-22-3774) 

南房総市鴨川市館山市

安 E喜郡

干葉家庭裁判所干 294ー o0 4 5 
館山支部館山市北条 1073  

0470-22-2273 

(佐原支

東金市

山武郡

阪護市・銚子市 旭市

部の管轄区域を除<) 

山武市 大網白里市

の

干 2 8 9 - 2 1 4 4 

匝 瑳 市 八 日市場イ 2 7 6 0 

(0479-72-1371 ) 

千葉家庭裁判所

市場支日J¥ 

香取市

旭 市 の う ち ， 薫 歳 ・ 高 歳総堀番

外・高歳番外・菖議番外 z ・蔦

蔵 総 堀 乙 関戸・溝原・棲井 z

舟戸・関戸下 神田・大久保

東和国・清和甲・清和z..入野

入野番外・米込・南堀之内

長部・鏑本・高力・高力総堀番

外昭・高力総堀番外z. .秋田・

秋田総堀番外・さくら台

香取郡のうち，神崎町曹東圧町

)
 

円
U4

 

5

0

 

3
7
1
3
 

干 28 7 - 0 0 0 
香取市佐原イ 3 3 

(0478-52 

千葉家庭裁判所

支原佐



提出書類一覧
(請求先欄に特に記載のないものは各自でご用意いただくものです。)

A (申立書類】

口申立書

口 代理行為目録

望書類名

(保佐開始.補朗開始で代理権付与を求める揚合〕

口 同意行為目録

(補朗開始で同意を要する行為の定めを求める揚合〉

日 本人の間意書

(保佐開始，補助開始で本人以外の申立ての場合)

口 申立書付票(本人申立ての時は，本人申立用に記入して

ください〕

口 診断書及び診断書伺票

(裁判所提出用の用紙を使用してください〕

口 障害者手帳・療省手帳等のコピー〔お持ちの万に限ります)

口 親族関係図

日 本人の親族の同意書

口 後見人等候補者事情説明書(候補者が親族の揚合)

日 本人の収支予定表

口 本人の財産目録

| 口 遺産目録(申立ての翻機が遺産分割協議の場合のみ)

B (本人に関する書類]

口 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

口住民票

日 後見登記されていないことの証明書

C 【成年後見人等候補者についての書類】

口住民票

D 【本人の財産に関する書類】

(1 )預貯金に関する資料

口 預貯金通帳または預金証書のコピー(過去 1年分〉

(2) 不動産に関する資料

口 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)

口 固定資産評価証明書

(または固定資産税納税通知書のコピー)

(3) 収入内容を証明する資料のコピー

口 給与証明書〔本人が給与所得者である揚合)

口 年金証書まだは年金改定通知書

口 年金振込通帳

1 

請 求 先

本籍地の市町村役場

住民登録先の市町村役場

法務局(次ベージ※参照)

住民登録先の市町村役場

法務局

物件所在地の市町村役場

勤務先事業所



(4)生命保険等に関する資料のコピー

口 保陵証言書

(5)有価証券(株券・国債・手形など〉に関する資料のコピー

口 取引残高証明書

口証券

(6) 支出内容を証明する資料のコピー

口 施設利用料まだは入院費等の領収書〈

口 国民健康保験料・税納付書

口 介護保隙料納伺醤

口 固定資産税納付書

口 家賃・地代の領収書

(7) 負債に関する資料のコピー

ロ {替問書又はローン契約書

口 支払明細書

[費用]

ロ 収入印紙(申立て手数料として)

後見(保佐)開始申立てのみは. 800円分

31コミFl分)

保佐(補助)開始申立て十代理権伺与のときは. 1600円分

保佐(補朗)開始申立て十悶意権付与十代浬権付与のときは，

2400円分

口 収入印紙〔主主記手数料として) 2. 600円分

※申立書に貼らずにご準備下さい。

口 郵便認手 4. 650 円分

!方 ~R: 500円切手x 6絞.

82円tD手 x1 5絞， 52P3切手×ら枚

1 0円切手 X15校， 1 p3切手x1 0絞

;主〉深{主将総，争議BJJ関給の議会，この他iこ

1 0円切手x1 5絞がill{I主主です υ

取引先証券会社

郵便局等

郵便局等

郵便局等

注)1 この 覧の書類の他にも追加で提出をお願いする揚合ちありますので，あらかじ

めご了承ください。

2 任意後見監督人選任申立の際には，別途書式がありますので，お問い合わせくだ

さい。

尚，この一覧の書類の他に，任意後見契約書の写し，登記事項証明書が必要にな

ります。

※ 成年後見登記に関する説明書の交信手続は，全国の法務局・地方j去務局の本局

戸籍課等の窓口で行うことができます。(支局・出張所ではできまぜん。〕

郵送の揚合，東京法務局のみの取扱いになります。

千葉地方法務局 i干葉市中央区中央港 1-11-3 3043-302-1316 

千102-8225 東京都千代田区九段南1-1ー15

東京法務局 ; 九段第2合同庁舎内 東京法務局民事行政部後見登録課

宏宝03ー5213ー1234(代表).03-5213ー1360(ダイヤlレイン)

2 



[記載側〈後見) ] 

*ご注意*

申立ての際には，日目添の「診断書(成年後見制度用)J及び「診断書付票(成年後見制度用)J

をご準備していだだく必要がありますので，事前に医師に作成してもらってください。

申立て先は，本人の住所地ま

たは居住地によって決まりま

す。別紙「申立てをする裁判

所」をご覧ください。

日中に，裁判所から連絡を

とれる零話番号を記入して

ください。

本籍や住民禁上の住所は，

戸籍謄本や住民票を見て正

確に記入してください。

本人が実際に生活している住

所を記入してください。病院

や施設の場合は，その施設の

名称と電話番号を記入してく

ださい。

申立人，

名には，盛立71
)主主査2

世主<te三位。

「※下記の者が相当であ

る。jを選んだ揚合は，候補者

欄に記入レてください。

それ以外を選択した揚合

はP 記入不要ですG

5ミ忽

係強・織助 瀕始題担意義喜

申立人の署名または記名押印をしてく

ださい。押印は，認印で結構です〔ただ

し，スタンプ式は不司)。

家 電家

千葉式譲事

不動挙準炎義室。てrtllO露。喜善 00ハイツ101喜多

妥皆様合

ヨ子 寮
。安定

も滋災わっ殺し交える j

記後!灘事管 ゃれわに稜線 灘鱗

態態調-

心主主義タ 合点 o掌t誉士

ぶ議員汚九万ぶ護対ふきる主義 ~f雪や系争議?そらω

。。ハイツ 101努

(申立書記載例)ν2



[記載倒(後見) ] 

医師が作成しだ「診断書〔成年後見制度用)Jの3項「判断能力判定についての意見」にチ工ツクさ

れている内容に応じて切を伺けてください。

「自己の財産在管理・処分することができない。」にチェックが付いている揚合は「後見」

「自己の財産を管理・処分するには，常に援助が必要である。」にチ工ツクが付いている場合は「保佐」

「自己の財産を管理・処分するには，援助が必要な湯合がある。Jにチェックが付いている揚合は「補防」

~ 

参該当する箇所に訴を付けてください。

回 本人;ごつい亡後見全開始するとの審判を求めるn

口 本人iとついて保佐在開始するとの審判を求める。

申I(口 本人のために別紙代理行為目録記載の行為について保件人に代理権を付与するとの審

'/'11を求める。
」一

主L

一て

。コ

趣

日本人f:i，民法第13条 1項に規定されている行為の俄に 下記の行為(日用品の購入

その他日常生活に関する行為を除く〉をするにも，その保佐人の同意ク得なければな

主主じえぷ棄却を求めるの
自己

旨l日 本人について補助を開始「るM 審判を求める。

!日 本人のために別紙代理行為目録記載の行為について補助人に代理撲を付与するとの審

| 起を求める。

! 日 本人が別紙同意行為目録記載広行為〔日用品の購入その他日常生活に関する行為を除

に て。)をするには，その補助人の同意を得なけteiまならないとの審判を求める。一¥l、

該当する項目すべてこチ工
、-- .恥 l申!日預貯金等(J)払い戻しー解約のため 口瞳設入所又は福祉サービス契約のため

ックをしてください。 I立|
市 J 1の iロ保険金の請求・受棋のため 日本λの財鳶管理のため

一一~ご<:CI動 l
寸r=-t-地 10不動産拠台のため 因不要な売買多容がJ等的被害防止のため

-1 日売買 日量賞借口抵当権設定)

重10Jl!'I'J'fl;!i'¥li ~その他l口語学J手続き等
選 Ir口訴訟 口調停 口相続放棄 1 I 
択 l口破産 口交通事故のぷ誤字ど J I 
可

同茸産台骨j協議のため L 

(上記動機の具体的内容)

申|一本λはJ 朝時前会ムアルツムイ?醜縄f;.飢え生月齢.'2.私

立|機塩酸QQ割こ 鳩山 同支 払初 蹴開 齢脇 村札担臓

の I1;;，必車産なj費ゐk~型車§ァ人支は鼠来t~.k~状鐙1をす。~----- ーー一 一-----ー

ネ| 昨年~.LJ.R 長本λC議於亡まなL 遺産会割忽必要が生ほどゑζ。と食らみー

情 h容件怠慢し立主意1-.t，;ト 町 一司…ーー『一一一----------.- 一一 E

成年後JI.人にはa 健康状態長期康俊~川本人の長男r.f:業=~lU..を選任し玄

~.t，;.~J.~一一一一一ーヨ~_.-ー山

----_._--_._-----~._~._----------_.....-----田 昌 司 "'0.__-."，----ーー守._-----------_._._..-...__.，....._------- 四日 ..._-_.  

後昆(2/2)

(申立書記載例)2/2 



[記載倒(保佐)

*ご注意*

申立ての際には.別添の「診断書(成年後見制度周)J及び「診断書付禁(成年後見制度用)J

をご準備していただくlQji要がありますので，事前に医師に作成してちらってください。

勝始康I!遺書後見哩空り様助
え一一一一

申立人の署名または記名押印をしてく

ださい。押印は，認臼で結構です(ただ

スタンブ式は不司)。

申立て先は，本人の住所地ま

老議

し，
たは居住地によって決まりま

す。別紙「申立てをする裁判

所Jをご覧ください。

車事
議長蕊議委設総 説 誕震予

怒り ~~.膚潟畿魯房 i!!'こたえ室事押容

さ戸吹か専務 <>免 祭

太業
日中に，裁判所から連絡を

とれる電話番号を記入して

ください。

j手倣0..紋別

祭主医療遊学3条委主Oア録。譲事。喜善 00ハイツ101若手

本籍や住民禁上の住所は，

戸籍謄本や住民票を見て正

確に記入してください。

本人が実際に生活している住所

を記入してください。病院や施

設の場合は，その施設の名称と

予選襲費量守::;1医療機毛主義tOT際O祭。要量電話番号を記入してください。

「申立人と同じ」もしくは「住
重修理事通事業
一 叩

訪日G 43 
義務グ手の議会すそ予言語三等をそ勲三議ずる

拘 " F '暴

落号炉
" 
遺産

宅炉民票の住所と同じ」にチ工ツク

を付けた揚合は，記入不要です。

00ハイツ lGU予勢

。
嘩
官

。
偶
帽す

。
離敢然繁千数

略
的
役
壊

後
一
豹
守

i
j
i
iト
ト

zi--i
f考

重量

号酔

コ予

申立人.本人，候補者の氏

名には，監立三1);Jj土互2

けてください。

「※下記の者が栂当であ

る。」を選んだ揚合は，候補

者欄に記入してください。
γ改修士主

議総 L::: 

1/2 (申立書記載例)

それ以外を選択した揚合

は，記入不要です。



[記載倒(保佐) ] 

医師が作成しだ「診断書(成年後見制度用)Jの3項「判断能力判定についての意見」にチ工ツクさ

れている内容に応じて図を付けてください。

「自己の財産を管理・処分することができない。」にチ工ツクが付いている揚合は「後見」

「自己の財産を管理・処分するには，常に援助が必要である。」にチェックが憎いている揚合は「保佐」

「臼日の財産を管理・処分するには，援助が必要な揚合がある。j 仁チ工ツクが付いている揚合は「補則」

~ 

義勢該当する箇抗日面糊代くだ酔

口本人について後見を開始

回本人について保佐を開始するとの審判を求める。

申li田 本人のために別紙代理行為目録記載の行為hとついて保佐λに代理権を付与すると Z審

法を求める。

主L

て

。コ

是主

ロ 本人は，民法第 13条 1項lこ規定されてし、る行為の他に.F記の行為(日用品の購入

その他日常生活に関する行為を除く〉をするにも，その保佐人の岡京を得なければな

らないとの審判を求めるn

言Z

旨!日本人について補助を開始するとの審判を求める。

日 本人のために別紙代理行通毘録記載の行為について補助人に代理権を付与する j訟の審

却を求める。

日 本人が別紙間:a行轟目録記載の行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除

ックをしてください。 作pコ預貯金等の払い戻し・解抽のため 同施設入所又は福祉サ…ピス契約のため

一ー--て之アIのl口保険金の請求ー受領のため 口本人の財産管理のため
11-守動 l

機!口不動産処分のため 口不要な芳賀型的等の被害防止のため
_1 口売買 口賀貸借口抵当権設定}

重I0 ..'i'iJ.~íî1"'~ ~ぞの他 、l口誰判手続き等 、
選 If口訴訟 口調樺 口相続放棄 1 I 
択 Il [二j破産 日交通事故由治談など J I 

川口遺産分割協議のため L J 
(上記動機の具体的内家}

申1.，.;窓辺弘fみ i魚崎陸軍手賓.~jコム品ザ守}一戸町一}一一川守一一~~~.リー…“…叫ん…“・
立 1.. よJ.!企金J領誕議設QQ主倉重量事E強建車車合~λ既Lゑk湾芳村山本みでみ7践
の|ヨE続車ETjきな?とE23L-559-情家主玄1，:玄.I........一."--‘一一ー，一一一

実 l 門銀色主主;.!~.....:健康捻態に問題(Q会~J.:è':丞AI!2.長!!tX:f業....$.L.~.~襲伝し之丞ま~~
f 
~:、回一一一ーーーー-------ーーーーー一一

ー一ーー ------------ー・ -----_._--四国.一--_._-・ “‘ーーー ----_._---_._--・ . 山.由ー白圃h ・“ー ーーー'-"-'-'._'-"---'白岳山

(申立書記載例)2/2 



[記載倒(補助)

*ご注意*

申立ての際には，別添の「診断書(成年後見制度同)J及び「診断書書付票(成年後見制度用)J

をご準備していただく必要がありますので，事前に医師に作成してもらってください。

後見場係金哩聖D機始感波警

申立人の署名まだは記名押印をしてく

ださい。押印は. 5官印で結構です〔ただ

スタンプ式は不可)。

申立て先は，本人の住所地ま

勇令ぜきさ

し，
たは居住地によって決まりま

す。別紙「申立てをする裁判

所」をご覧ください。

離

。 む

太葉

日中仁，裁判所から連絡を

とれる電話番告を記入して

ください。

本籍や住民禁上の住所は.

戸籍謄本や住民票を見て正

確に記入してください。

。。ハイツ 1() 1懇

主導。縁。努
本人が実際に生活している住所

を記入してください。病院や施

2笠宮その施設の名称と設の場合は，

チ楽翼民守~義務線等監l!:Oず縫O議JO雪量重量話番号を記入してください。
， 
'弘「申立人と同じ」ちしくは「住

通旗頭取験場事

OF

…
付

。……
m

m
ト
川

城

川

一

一

向。一郎。一附
魂

一

駒

バ 門学 選

費握 手まそ子

民票の住所と同じJにチ工ツク

o公を付けだI君合は，記入不要です。

は下三玄人特吟てき?長官

d 
p 
J 吋

申立人，本人，候補者の氏

名には，邸玄71)15土歪2

立主三E三位。

議録

。。ハイツ 101喜多

べ拡 そを
i?'t~や

手費軽費員千灘持軍中炎箆OTOO調書O喜善

露軍

九戸、d
以上

4官学タ鳴宅肺

乎

「※下記の蓄が相当であ

る。」を選んだ揚合は，候補

者織に記入してください。

，怜， 

(申立書記載例) 112 

それ以外を選択しだ揚合

は，記入不要です。



[記載倒(補闘) ] 

一一-
医師が作成した「診断書(成年後先制度用)Jの3項「判断能力判定についての意見」にチェックさ

れている内容に応じて臼を付けてください。

「自己の財産を管理・処分することができない。Jにチェックが付いている揚合は「後見J

「自己の財産を管理・処分するには，常に援助が!J)，¥婆である。」にチェックが付いている揚合1;:1:r保佐J

f自己の財産を管理・処分するには，援助が~婆な場合がある。J にチェックが付いている場合は「補助j

~ 

感該当する筒駄目誌を付けてくだ恥

口 本人について後見を開始する左の審判を求める。

日 本人について保佐を開始するとの審判を求めるz

申I(日 本人のために別紙代理行為思録記載の行為について保佐人に代理権を付与するとの審

認を求めるn

主L

-~ 
k 

日本人は，民法第 13条 1項に規定されている行為の他に，下記的行為(日用品の購F
干の他日常生活lと関する行為を除く)をするにも，干の保佐人の同煮を得なければな

の 11.. ム与じよ丘章主i者求める。
言己

趣

旨I.図本人について補助を開始するとの審判を求めるu

l岡 本人のために別紙代理行為目録記載の行為について補助人に代理権を付与するトの審

| 塑を求める。

i I回 本人が別紙同意行為自録記載の行為(日用品の購入その他臼常生活に関する行為を徐

該当する頃包すべてにチ工 に く。)をするには，その補助人のl司寅争手前よければならない止の審暫lを求める。

ックをしてください。

~~ 
口預貯金等の払い戻し・解約のため

口保険会の誇求・受領のため

機動 同不動産距分のため
(日持買 口重貸f昔じH主治権設定)

数選択複
日裁判手続き等

ロ破産 口究通事故の示談など
可

口遺産分害協議のため

(J:.記動機の具体的内容}

申 l

口施設入所又は福祉サービス型的のため

口本人的財産管理のため

回不要な売買契約等の被害防止のため

口その他

立 1....戸本本みみ主E惇弘IL2-Ji他他λlドζ物警を1厳笹ま忽忽tる-主と血R勝在，12旦型弘引司J区ζf三~_.s不3宏普司~!怒豆zな~J益~~~主t 主 E猛主EりP笠与 E別日緩同E意量

の l 主位E為毘J録録官罷E噴検t~η?í往主為lドEつkピ、て:(..補助人!f.~司怠権の付与を求めまゴ!::.

実1.ーまた，f...~本ふーが遭遇草分割.~!\!l;轡.l"，.1!;ヨモ動J藍を先却しーて;旗重量の究用主し君主ピ役支...

在側爾や契約手続のゆ~!f....l!'l紙代理行巻目録記章Cとお里補助人長代理験
付与量求めます。

紙 (A4サイミ〕の用紙に i 
追濫臨臨記乱己ルし一さ釦しい¥0 ド

戸
(申立書記載例)2/2 



親族関係図(記載倒)

《この関係図に記載しにくい場合》

この関係図に当てはまらない身分関係があり。

記載が難しい場合は，この書式を参考にしていた

千葉次郎

八千代富士夫

弟姉妹

千葉春男
明・大@o年O月O日生

千葉信一
平成O年O月08生

，，
 

，
 

生

J

一
一
四
一

=
同
駅
一

A
l
O

一

E
、
年
一

事
完

O

一

千
時
一

…子二
数

二
葉

一
千

、司
、
司
、

「

弟 姉妹

千葉夏夫
明・大@o年O月O日生

亡くなったお子さんについ

ては，お孫さんまで記入

兄 弟吻

稲毛冬子
勝大@わ年O月O日生

亡くなっている方には，

×印を付けてください。

兄弟姉妹

明・大・昭 年 月日生

兄弟姉妹

明・大・昭 年 月

兄弟姉妹

明・大・昭 年 月日生

円;コ年月 明・大・昭 年 月



同意書の記載方法

…V¥ ハ~…へく… V\一^~…ハ

《 い
い

間意書本文中の

「本人Jとは， r援闘を必要とされている方」のことです。

r成年後見人(保佐人・補朗人)Jとは， r後見事務等を行う人」のことです。

[記載事例]

ご本人の:二男である壬重盗監さんが，ご本人千葉花子さんの後見人(保佐人・補助人)

として候補者であるご長男の千葉一郎さんが適当と思われる場合は，以下のような記載

になります。

同意書

1 私は，本人( 千葉花子 )の( 二男 )です。

2 私は，千葉家庭裁判所 支部に申立中の後見(保佐・補助)開始事件について，次のこ

とに同意します。(該当する事項に臼をつけ，必要事項を記入してください。)

巴 ①本人(千葉 花子)について後見(保佐・補助)開始の審判をすること。

図②本人の成年後見人(保佐人・補幼人)に後見人(保佐人・補助人)候補者

(千葉 一郎)がなること。

平成 00年 O 月 O 日

氏名 千葉次郎 @ 

住所(干 000-0000 )千葉市中央区中央0丁目O番地O

平日の日中連絡の取れる電話番号

8o  9 0 (0000) 1 2 3 4 

第 1項 本人の名前と本人どの身分関係(父母，兄弟姉妹，伯父伯母など)

第2項 ①に本人の名前，②に後見人(保佐人・補助人)候補者のお名前を記入してく

ださい。

末尾記入年月日，署名と押印，住所，日中の連絡先をお書きください。

※ 同意されていない場合は，同意書の提出は不要です。

※ 申立人，後見人候補者の方は，親族で、あっても同意書の提出は不要です。



様式3

平成00年 O月 O日

本人収支予定表(年額) (記載例)
1 収入

種別 |支給者の氏名・名称等|
十年金番号0000-0000'

厚生年金 年
年金番号

金額 保管の方法

一一 1，500， 000円 l番号2の口座に入金

l 国民年金 l. ， 一一一一一 昨 ー…円
十一 A、一 一 l 

その他の年金 |一一 |年 円

給与収入

賃料 Ic竺竺
高額医療費返還

年 円」

年 960，000円

年 一 360三152円|番号盟座jこ入金

年 円

f 十一一一一一
年 円

年

年

円

収入合計(年額)

円

2，820， 152嶋幽 (A)

2 支出

種別 支払先 金額 備考
一ーで

医療費 00病院入院費 年 1，200，000円

日常生活費 年 1，200，248円

税金 固定資産税 年 120，000円
トー

一住居費 年 円

保険料 00生命 年 48，000円

健康保険料 年 24，000円

ゴEE華保険料 年 36，000円

年 円

年 円

年 円

年 円

支出合計(年額) 2，628，248円傘幽 (8)

収入 (A) 一支出 (B)
!
川
)

唱
E
A

0
3
 

唱
E
A



iPPEgsi 平成 24年(家)第 20000号
金)

号|観~
機関名(支応名)

口座4 口

現金

2 ⑪側 ~oo銀行口口支庄
123456 

31阻⑪ 2c同じ

4⑪胡 00信用金庫本J6
12345 

5 持組 A期

t 

甲 立 11時斗 Ii 年 月末日
1: (又は初回報告時〉

1 (前回報告跨I!残 高

一ー市

年月末日 l 年月末日
現在桟高 | 現在残高 備考

z
z
:
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保管者 0000
(資料No.

保管者 OOCJCJ

(資料No. 1) 

保管者向上

(資料No. 2) 

保管者 CJCJCJCJ
(資料No. 3) 

山 fNu

払ふ盟主盟日

(闘債，債券，株式，投資信託，生命保険，各種金融資産など)

者JE 区分
会社名，商品名など 申 立時 その後の変動 備考
(証券番号・数最など) 金額・評価額

国債
H 年 月に

口社詳細は別紙取引残高報告書のとおり 1，000，000 ロ売却口解約 (資料Nu. 4) 

00株式会 1， 000株
2 株式

H 年 J l に

臼詳細は別紙取引銭高報告書のJとおり 1，636，000 口売却口解約 (資料Nu守 5) 

3 生保
00生命 H 年 月に

口詳細はgrJ紙取引残高報告書のとおり 5，000，000 口売却日解約 (資料No. 6) 

4 
H 'f. 月に

口詳細は別紙取引残高報告書のとおりl 口売却I口解約 (資料No

5 
H 年 月に

口詳細は別紙取引残高報告書のとおり 口売却口解約 (資料Nu

1空宇 所 在地種類面積

;巴|望号ip
申立時 l| その後の変動
評価額|

IH 年 月に

押井枠押井井押井111口売却口賃貸

H 年 月に

5，000，0001口先却口賃貸
日年月に

日売却口賃貸

H 年月に

口売却口賃貸

H 年 月に

口売却口賃貸

備考

(資料No. 7) 

(資料No. 8) 

31土地建物
(資料No.

日|::; (資料No.

箆並単-'-) 

恥

番
種別 借入先

申立時 '1' 月末日 年月末日 4ド 月末日
備考

|号 残債務額 現在残高 現在残高 現在残高

住宅 00銀1T
ローン 8，765，000 (資料No. 9) 

2 
(資料No 、

負債総額 8.765.000 

*添付書類が必要です。 r提出書類一覧Jを参照してください。

*これは今後も使用します。必ずコピーをあなたの手元に残しておいてください。



(記載例)

被相続人(0000)の遺産目録
平成 24年(家)第 20000号

口!夜4 口

$ iL サ

1{前JL時H 備考

1 1現金
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1
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1

1

q

4

L
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せ

保管者0000
(資料 ) 

保管者0000
(資料 A 

21@叫 00銀行口口支応
123456 
2と同じ

41⑪定期~OO信用金庫本応
123456 

31̂pjim@ 

5 

(国債，債券，株式，投資信託，生命保険.各種金融資産など)

番
区分

会社名，尚品名など 申 立 時
首席 考

?口7 (証券番号・数量など) 金額・評価額

1 国債
1，000，000 (資料 D口社詳細は別，紙O取00引株残高報告書のとおり

2 株式
00株式会 I 

回詳細l土問j紙取引残高報告書のとおり 1，636，000 (資料 E

3 生保
00生命

口詳細は別紙取引残高報告書のとおり 5，000，000 (資料 F

4 
口詳細は別紙取引残高報告書のとおり (資料 ) 

5 
口詳細は別紙取引残高報告書のJとおり (資料

、. ， 

番
区分 所在地・種類・面積

申立時
備 考

?口T 評 価 額

⑮酬I毛千干葉葉地市市印者緑葉125:3区刷3 92 10，000，000 (資料 G

2 t地⑪
居室 2随建"T: 5，000，000 (資料 H ) 

3 t地・挫物
ト一一ト

(資料 ) 

4 上地・建物
(資料

5 土地ー建物
(資樫

2 色4言
番

種別 借入先
申 立時

備 考
一号 残 債務

1 
住宅 00銀行
Iゴ~/ 5，430，000 (資料

2 
カード ム""(株)
ローン 258.000 (資料 J 

貨 n総者員 5.688.000 

*これは今後も使用します。必ずコピーをあなたの手元に残しておいてください。



…四
言多繍 ψ ーノ…… μ一併

資料のコピーの取り方

1 |通帳のコピーを取るときはι 次の部分をコピーしてください。 l
①表 紙

②表紙をめくってすぐの見聞きページ(口座番号，取扱支庖名などの記載部分)

③記帳部分は援出日のなるべく直前に記帳していただき，記帳されている全部の

ページが必要です (2回目以降は前回報告時以降から)

④定期預金があるときは，その見聞きページ
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28，5831茎

231.0001￥ 

￥ 

空

0011234567 口旦旦旦一盛

あいうえ銀行
11 

2 用紙はA4判(今お読みいただいている用紙のサイズです)縦でコピーしてください。

どうしても入りきらない場合は， A 3判でお願いします。

書類は『横書き，左とじjでとじていますので，左側に 3cm程度の余白(とじしろ)が

できるようコピーしてください。

3 保険証券など裏表両面に記載があるものは，両面ともコピーしてください。

4 複数の領収書やレシートを 1枚の用紙にコピーするときは，支払の種類ごとにま

とめてください。



【記載例]

※この申請書は，法務局に提出または郵送していただく書類です。

詳しくは，次のページの留意事項をお読みください。

「登記されていないことの証明申請書」
一 (後見登記等プアイ}/.H]) 一

02 議主4 きるのはもI'人r主人σ記品者または阿親等的。っ調症-;:'}

な弘代理山方が申請T<:，場合はがjす9 方弘ろの岳{任tえが必要げ 。。
法務局

平成 24年 O月 O n申請

一 一{士 1野 千葉県千葉市中央区OT目。番O号 00ハイツ 101 収14¥入る印と紙こをろ

/ 請求される方 i- ，く イヂ 口ウ

jーム瓦-1本人(援助制婆とさ司て: 氏 名 千葉 郎 道路売(蹴番号醐剖56 口口口Oi民l

れている方)から見だ 証明壬空ける方~ ~)聞係 "本人口配偶者珂凶親等内二五親族いそ£他(
印紙~

関係にチ工ツクを入 ft J!l!人
t主 所

¥れてください。
穎U:じま認あのたち方か (ア)点、"

ft 名 連絡吃《電話番号 ) Cfm 
返送先 lE F青 1通につき30傍".l

う{よぷ紀鎗以免外を広指紅定絹さ習r 来日~J司1辻しないで <jささい争

る栂告に記入J 宛 先
#返信開封筒にも両事Z買を者ず記λ

添付書類
{本人か守盲点目

口 委戸f柾輯E状帯持[惜本九等押親謂酢古桂る日1凶Eι削トιι刷瓦l唯岬t

同 関係を証する書面{主人司配時罰現時的損仲柑寸喜げに，t;.-l"J
場合切不要1 仁|法ん乃代表者の資格を証する書面 l法人が円高川 L"，申請するとれて必要}

[]成年揖後見人，被保佐人とする記錯がない。唯'l.. {'時を雪りていないことの証明が必要争相

/' ~、t乎説い，ず-明eれクかL事のて口ヘ項に []成年被後見人，被保{主人，被補助人とする記録がないe 惜克{性補勧時けてしいことのま開が必要な知

!dすこの項目を選択 日主成旦年主被主立後ご見と人ごらと。とJ被♂保歪佐旦七人位，主被主互補に劫一ん一一任一一意一後←見一契一約一台一本一…人とする ~G録が丘いJ制附附・問
してください(本書面 /1[1そ の他とずる記録がな，，(

に添付されている申 本人〈援問を必要とされている閉

請求蹴仁田 也君臨λ 証吋 7る刊 |チ|ノ~I Iハiナ[コK の氏名問入…さ い
請用紙には.あらかじ 通行制、氏巨のヲ)ガナ

めチェックが入って 証明を受ける方 この蔀分を視写 Lて証明者号作成するため手買をはっきりと 住所又は本籍は番号r 地雷まで記入Lてください。

います)。

¥ ノ
~IなE 名 千 葉 花 子

明治大正昭島7 手主君 臨宮

(2)~t年月日 i:J L'J Qr [j ~ r'll ioiol年 101)'J 1 101日

千沼山 千葉市中央yu
@住所 1巨大1"" Jtr，畢

れている方)について
0丁目O番O号 00ハイツ 101号

部舟崎県主 市区都町村品

の記載事項です。
(吾本 籍 千葉|県| 千葉市中央区

住所・本籍について
丁目メ宇地盤"酒人H国崎喧記入}

は，住民票・戸籍謄本 口回籍 0丁目O番O号
の記載通り正確に記

入してください。 一 量
ぼ泊先1tS軒に指:1";)"ない場合l止 f王p，'可又じ};需「外国人日需古L手証』正:iil~，正し山週顎主のいずYc1.>"lJ:記入 V"[(たさU。

¥ 

M入方法 1 詔の揮r"'を1婦字一1臼良l舗亨の7は場4きbJ)会与例ので，三jえち記名返タヱのそカ照ナ磁ア(調釘で濃リ目町債f之iナ入監J4あしし院一てはてE二名一ぐ工例だ告コ審さえ7互ばリI℃Ei]王 切 …215;三手工を互E士a与主っ二主Eた]を阿も2のね〉2仁し工iT伝て三?翫1 i と左"め イ民団
久一:τァ

P 件同へ だ邑右". 
s 生年月 j I 1" I u I 己と 包めで記入
4 調査請 し丈記白>.亡先七在日

じてくださ¥¥. ず

甲i里喜志f't;l"， 平 102明日時 抱賀郡干 ii.iE ~TJ"主商 1 1 1S )'_j，_~第 F台同庁骨頂1;<;壬務局民事巧地内義児童謡誠

{登記所が 吏f主還教 交付枚数 ゴ手数料 受付 E 月

記較しま -n
ドヴ泊 全手 月 ヲ



F登記されていないことの証明書Jの交付申請に当たっての留意事項

「登記されていないことの証明書j とは，成年被後見人，被保佐人等の登記がされていないことを証
明するものですc このま正明書は，平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり，
同年3月31日までに禁治産宣告・準禁治産衣告を受けているかどうかを説明するものは，従来どおり本
籍地の市区町村が発行する身分証明書，戸籍謄本または抄本になります。

1 証明書の交付申請手続
0窓口申請の場合

表面の申請書に所要事項を記入， 反米印紙(注目(1通斗 300円)を鮎付。
斗申請書左下記 2(4)の[添十喜薮7 重要窓口に提出

*東京法務局後見登録課，その他各法務局及び地方法務局の戸籍課において取り扱っていま
すo (支局・出張所では取り扱っていませんのでご住意ください0)(注記)

0郵送申請の場合
表耐の申請書に所要事項を記入，収入印紙注υ(1通二今 300円)を鮎付。

二今申誇舎と下記 2(4)の「添仔書頚] 蕊吉岡封筒(あて名を明記，切手を貼付したもの)を
同封L，次のあて先へ送付。(注:J)
*なお，郵送申請の場合は東京法務局後兇登録課においてのみ取り扱っています。

干 102-8226
東京都千代同区九段陶 1-1-15 九段第 2合同庁舎
東京法務局後見登録諜
(交通:地下鉄九段下駅 6醤出口 徒歩5分)
TEL 03-5213-1360 (ダイヤルイン)， 03-5213-1234 (代表)

Z 申請書の記入上の注意事項
(1) r請求される方』栂

必ず押印し(認印でも可)，連絡先(電話番号)も記入。
代環人が申請する場合は r請求される方j の押印は不要です。

( 2) r代理人J欄
代理人が申請する場合に，代潔人の方の住所・氏名を記入。
代理人は必ず押印し(認印でも可)，連絡先(電話番号)も記入。

(3) r返送先j欄
E正明書の送付先を上記(1)または(2)以外とする場合に言乱入。
ただし，送付先は申請された方の勤務先または居所に限ります。

(4) r 

る場合
以内の戸籍謄本または抄本
(注4)

。代理人が申請する場合
①本人確認書類(代理人の)(法4)
②証明を受ける方本人，その配偶者または四親等内の親族からの委任状の添付が必要。
③本人の配偶者または四親等内の親族から委任された場合は，前記委任状に加え，証明告と受

ける方本人1::委任者との関係を証する戸籍勝本または抄本(いずれも発行から 3か月以内)
も併せて必要。

④代理人(受任者)が法人の場合は，上記添付書類に加え，代表者の資格を証する書面とし
て法人の登記事項証明書または代表者の資格証明書(いずれも発行から 3か月以内)も併
せて必要。

(5) r証明事項j欄
証明事項のチェックは，証明書の提出先の官公庁等に確認してください。
なお， ((宅地建物取引業，産業廃棄物処理業，警備業，貸金業，古物営業，風俗営業》について

は， r成年被後見人，被保佐人とする記録がない。Jの事項にチェックしてください。
(6) r証明を受ける方』様

この申請書は自動読取装置で機械処理しますので，該当事項のチェック及び所要事項の記入は明
僚に願います。特に「証明を受ける方j 欄l土，この部分がそのまま証明書に複写されますので，字
画をはっきり1::，住所または本籍を正確に高江入してください。

なお，外国人の場合は，①氏名欄は本国名を，(1本籍欄は口国籍欄にチェックし国籍のみを，そ
れぞれ記入してください。

注1 1通につき 300円分の収入印紙を，申議書ごと(証明を受ける方ごと)に必要な通数分，所定の箇所に貼ってください。
収入印紙は郵便局，法務局・地方法務局及びその支局・出張所で印紙売場が設置されているところなどで入手できます。

注2 窓口の受付時間は8:30から17:15までです。
注3 郵送申請の場合は， 1遊間程L主要します。なお申請が集中する時期は更に相当日数を要する場合がありますので，でき

るだけ余裕をもって申諒してくださしL

注4 窓口申請の場合は，請求される方(親族が申請する場合はその親族，代理申誇庄場合は代理人)の本人確認書類(運転
免許証・健康線検証・パスポート等，住所，氏名及び生年月日が分かる書類)を窓口で提示していただきますようお願い
いたします。また，郵送申請の場合は，本人確認書類のコピーを同封していただきますようお願いいたします。

ご不明な点は最寄りの法務局・地方法務局にお問い合わせください。

また，詳しくは東京法務局ホームページをご利用ください。

平成25年東京法務局


